
 

  
2024 年３月 29 日 

各 位 

 

 
 

上場維持基準（純資産基準）への適合に関するお知らせ 
 

当社は、2022年3月31日に公表いたしました「債務超過の猶予期間入りに関するお知らせ」に記載

のとおり、2021年12月期において債務超過となったことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上

場規程第 501 条第１項第３号 e に定める上場維持基準の「純資産基準」に抵触し、改善期間となっ

ておりました。 

本日、有価証券報告書を関東財務局に提出した結果、2023 年12月期の期末時点において連結純資

産の額が正となり、上場維持基準（純資産基準）に適合することとなりましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

１．対象となる法定開示書類 

第21期有価証券報告書（自2023年１月１日 至2023年12月31日） 

 

２．上場維持基準への適合に至った経緯 

当社は、第19期有価証券報告書で公表いたしましたとおり、2021年12月期連結会計年度末の連結

純資産が△433百万円の債務超過となり、上場廃止に係る猶予期間入りの銘柄となっておりまし

た。当社では、2022年12月期及び2023年12月期連結会計期間において2022年３月31日付の「債務超

過解消に向けた取り組みについて」にて公表いたしました債務超過解消に向けた各取り組みを行っ

た結果、2023年12月期連結会計年度末の連結純資産が142百万円となり、上場維持基準に適合する

こととなりました。 

 

３．今後の見通し 

2024年２月14日公表の「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)３．2024年12月期の連結業績

予想（2024年１月１日～2024年12月31日）」に記載のとおりです。 
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